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豚由来たん白質等の飼料利用に係る食品健康影響評価について 
 

１ はじめに 
  食品安全委員会は、食品安全基本法（平成１５年法律第４８号）に基づき

農林水産省から豚由来たん白質等の飼料利用に係る飼料の安全性の確保及び

品質の改善に関する法律（昭和２８年法律第３５号）（以下「飼料安全法」と

いう。）に規定する飼料の基準・規格の改正に係る食品健康影響評価について

意見を求められた。（平成１５年１１月１２日、関係書類を接受） 
農林水産省では、ほ乳動物由来たん白質の飼料利用について、BSE の感染

経路を遮断するために平成１３年１０月１５日以降飼料及び飼料添加物の成

分規格等に関する省令の一部を改正する省令（平成１３年農林水産省令第１

３３号）により禁止してきたところである。ほ乳動物由来たん白質のうち、

豚、馬及び家きん由来たん白質については、そのもの自体は BSE の感染源と

はならないものの、原料の収集・製造段階で反すう動物由来肉骨粉等が混入

する可能性があるとして、飼料への利用を禁止されたところであるが、豚及

び家きん由来の一部のたん白質については、牛以外の家畜の飼料に利用する

ことが認められている＊1。なお、農林水産省の「第 12 回牛海綿状脳症（BSE）

に関する技術検討会（以下、BSE 技術検討会）」（平成 1４年９月２４日開催）

において、豚肉骨粉等の豚・鶏用飼料への利用については、牛肉骨粉等の交

差汚染の防止が確実になされることを条件に問題はないとされている[1]。 
 
２ 農林水産省における今後の取扱いについて 
  農林水産省は、BSE 技術検討会における検討結果を踏まえ、以下のことに

ついて飼料安全法に基づく基準・規格の改正を行いたいとしている。 
（１） 豚肉骨粉等のうち、反すう動物由来たん白質の製造工程と完全に分離さ

れた工程であることについて農林水産大臣の確認を受けた工程で製造さ

れたもの（以下「確認済豚肉骨粉等＊2」という。）ついては、豚、鶏、養

 
＊1 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令（平成 13 年農林

水産省令第 137 号及び平成 15 年農林水産省令第 67 号）により、以下のものについて

家畜等（牛を除く）を対象とする飼料に含んでよいこととされた。 
①豚又は馬に由来する血粉及び血しょうたん白質であって、これら以外のたん白質

の製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産

大臣の確認を受けたもの（「確認済血粉等」という）。 
②家きん由来のチキンミール、フェザーミール、血粉及び血しょうたん白であって、

これら以外のたん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造された

ことについて農林水産大臣の確認を受けたもの（「確認済チキンミール等」とい

う）。 
③魚介類由来たん白質であって、ほ乳動物由来たん白質及び家きん由来たん白質の

製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大

臣の確認を受けたもの（「確認済魚介類たん白質」という）。 
＊2 反すう動物由来たん白質の製造工程と完全に分離された工程であることについて農林

水産大臣の確認を受けた工程で製造された豚又は馬に由来する肉骨粉、蒸製骨粉、加

水分解たん白。 
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魚用飼料として利用することを認めること。 
また、既に飼料への利用が可能となっている動物由来たん白質（大臣

確認を受けた豚由来の血粉及び血しょうたん白、チキンミール、魚介類

たん白質等）と確認済豚肉骨粉等の原料を混合して製造された動物由来

たん白質についても、豚、鶏、養魚用飼料として利用することを認める

こと。 
（２） 家きん由来たん白質については、既に飼料利用が認められている大臣確

認済のチキンミール、フェザーミール、血粉及び血しょうたん白（脚注*
１参照）に加えて、農林水産大臣の確認を受けた工程で製造された蒸製

骨粉及び加水分解たん白についても、豚、鶏、養魚用飼料として利用す

ることを認めること。 
（３） 上記（１）～（２）の飼料については、誤用・流用を防止する観点から、

牛等の飼料に混入しないよう保存するとともに、使用上及び保存上の注

意事項を表示すること等を義務づけること。 
 
３ 豚肉骨粉等について 
   「豚肉骨粉等」とは、ほ乳動物由来たん白質のうち、豚又は馬に由来する

肉骨粉、蒸製骨粉、加水分解たん白をいう。 
「肉骨粉」とは、食肉を取り除いた後の骨、内臓、くず肉などを原料にし

て加熱処理によって脂質を分離し、乾燥させて細かく砕いた粉末状のもの

をいう。 
「蒸製骨粉」とは、骨を加熱・加圧し、脂質・液分を除いた細かく砕いた

粉末状のものをいう。 
「加水分解たん白」とは、内臓、くず肉、乳たん白等をたん白分解酵素や

化学的処理によって液状に分解したものをいい、粉末状、ペースト状など

にして飼料に利用される。 
  
４ 食品健康影響評価について 

豚肉骨粉等の飼料利用に係るリスク評価について、BSE 技術検討会における

審議結果も踏まえつつ、以下のとおりとりまとめた。 
（１） 豚肉骨粉等について（豚及び馬の BSE 感受性・伝達性について） 

豚における BSE の神経病原性・伝達性についての報告によれば、BSE
に感染した牛の脳を用いた複数の経路（脳内、静脈内及び腹腔内）によ

る接種試験で、69～150 週の潜伏期を経て病変が確認され、臨床症状が

出る前の病理学的な変化が２頭の豚で接種後 105週と 106週に認められ

た。また、感染した豚の組織を用いたマウスへの接種試験では、中枢神

経系、胃、十二指腸、遠位回腸、膵臓に感染性が認められている。一方、

豚に BSE 感染脳を 1-2 週間隔で３回給餌した場合、7 年間にわたって、

経口投与した豚に BSE の病変は確認されていない。従って、豚は BSE
に感受性はあるが、経口暴露による自然感染はないであろうと結論付け

られている[2, 3]。 
なお、欧州委員会科学運営委員会の報告では、上記の研究成果、英国

における豚への BSE 感染の疫学的状況、現在進行中の豚における BSE
感染の研究等から、豚は経口では BSE に感染しないと結論付けられて
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おり、豚の各臓器、組織について特定危険部位として扱う科学的根拠は

ないとされている[4]。 
一方、馬における BSE の感染性等に関する報告、BSE 又は TSE 感染

の疫学的調査報告はない。 
 

（２） 家きん由来の蒸製骨粉及び加水分解たん白質について（鶏の BSE 感染

性・伝達性について） 
BSE に感染した牛の脳材料を鶏に脳内接種、腹腔内接種、静脈内接種

あるいは経口投与しても海綿状脳症は認められていない [5]。また、BSE
高度汚染国である英国においても、BSE が鶏に伝達するという疫学的な

証拠はないとされている[6, 7]。 
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